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NACCS（動物検疫関連業務） 

 犬等の輸入事前届出・検査申請 

 犬等の輸出検査申請 

（簡易版マニュアル） 
 

こちらは簡易版マニュアルです。詳細マニュアルは、 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/manual.html 

のページをご確認ください。 
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1. NACCS（動物検疫関連業務）を利用する 
 

NACCS（動物検疫関連業務）を利用するためには、利用の申込が必要です。 

 

 NACCS（動物検疫関連業務）を初めて利用される方は、動物検疫所ホームページの NACCS（動物検疫

関連業務）のページ（http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/49.html）を確認して下さい。

システムを利用する際のご案内（使用する端末の推奨環境、動物検疫関連業務を操作する時の注意

事項等）を記載しています。 

 

  利用者情報を登録する 

動物検疫関連業務をはじめて利用するときは、利用規約を確認してから、利用者情報を登録し

てください。 

 利用申込用ページを開く 

Web ブラウザで動物検疫所ホームページにアクセスし、＜利用申込み＞リンクをクリックしま

す。 
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 必要事項を入力する 

メールアドレス、パスワード入力／E-mail Address：Password に必要事項を入力し、［確認画

面へ／Confirm］ボタンをクリックします。 

 

 「利用申込事前登録 入力画面（動物検疫関連業務）」 

 

○パスワードの入力について 

・半角英大文字・数字 6～8文字でパスワードは入力してください。 

・半角英大文字・数字それぞれ 1文字以上を含めて設定してください。 

・作成した「パスワード」は、外部の人に教えたり、外部の人が見ることができる場所に「パスワード」

のメモを残したりしないでください。 

 

 入力内容を確認する 

メールアドレスに間違いがないか確認し、［事前登録／Submit］ボタンをクリックします。 

 

「利用申込事前登録 確認画面（動物検疫関連業務）」 

 

・メールアドレスを間違えて入力すると、事前登録が完了しても、ログインに必要な情報を受け取ることが

できません。 
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 事前登録が完了する 

利用申込の事前登録が完了します。この画面を消さずに、登録したメールアドレス宛てに届く

ID 通知メールを確認し、［利用者情報登録画面へ User Registration］をクリックします。 

 
 「利用申込事前登録 完了画面（動物検疫関連業務）」 

 

・引き続き利用者情報登録が必要な為、この画面は閉じないでください。 

 

 

 

・登録したメールアドレス宛に、以下のような内容で利用者 ID の通知メールが届きます。 

 

 

 

 

この画面は消さないで、ID
通知メールを確認し、利用
者情報登録画面へのボタン
をクリックして下さい。 
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 利用規約とプライバシーポリシーを確認する 

動物検疫関連業務の利用規約とプライバシーポリシーを確認し、[同意する／Agree]ボタンを

クリックしてください。 

 

「利用規約／プライバシーポリシー画面（動物検疫関連業務）」 

 

・［同意しない］ボタンをクリックすると、画面は閉じられ、申込を取止めます。 

 

 

・この画面を閉じ、再度利用者情報を登録する場合は、「利用申込事前登録 入力画面（動物検疫関連

業務）」から再登録する必要があります。 

 

 

 

※ここには、プライバシーポリシーが表示されます。※ 

 

 

※ここには、利用規約が表示されます。※ 
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 利用者情報（本登録情報）を入力する 

［利用者情報］欄に必要事項を入力し、［登録／User Registration］ボタンをクリックします。 

 

「利用者情報登録画面（登録）」 

 

○パスワードの入力について 

・事前登録時に入力したパスワードを入力してください。 

○安全性を維持するため 

・今後定期的にパスワード変更が必要になります。 

 

 

○パスワードのヒントについて 

・「パスワード」を忘れた際に、利用者の確認に使用します。答えが完全に一致しないと利用者と認め

らませんので、漢字・かな・カナの使い分けや送り仮名などのバラツキに注意して入力してくださ

い。 
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 利用者情報の登録が完了する 

利用者情報の登録が完了します。［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 
「利用者情報登録画面（完了）」 

 

・［ログイン］ボタンをクリックすると、続けて「ログイン／Login画面（申請者用）」が表示されます。 

 

 

1.2 ログイン 

1 システムのログイン画面を開き、利用者 ID とパスワードを入力する 

「ログイン／Login 画面（申請者用）」を開きます。利用者 ID とパスワード、及び［画面認証］

欄の画像に表示されている文字を入力し、［ログイン／Login］ボタンをクリックします。 

 

 

 

※ここには、システムからのお知らせが 

表示されます。※ 
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・利用規約／プライバシーポリシーを再確認したい方は、＜利用規約／プライバシーポリシー＞をク

リックして、利用規約とプライバシーポリシーを確認してください。 

・＜ヘルプ＞リンクをクリックすると、NACCS（動物検疫関連業務）の利用に関してこれまでに寄せら

れたご質問内容と回答を見ることができます。 

・本システムを利用するには、Web ブラウザの Cookie が有効になっている必要があります。 

・HTTPS（SSL 通信）や Cookie についてエラーが表示される場合は、Web ブラウザの設定を確認してく

ださい。 

○パスワードを忘れたときは 

・パスワードを忘れた場合は、＜パスワードを忘れた方はこちらへ＞をクリックしてください。 

○画像に表示されている数字が読み取れない場合は 

・［画面認証］欄の画像に表示されている数字が読み取れない場合は、＜別の画像を表示 Another Image

＞をクリックしてください。 

 

 
・パスワードを連続して 10 回間違えると、アカウントがロックされ、ログインできなくなります。 

アカウントがロックされた場合は、最寄りの動物検疫所へ連絡してください。 

・［利用者 ID］欄と［パスワード］欄は、大文字と小文字を区別するため、使い分けにご注意ください。

Caps Lock が有効になっていることにより、小文字の代わりに大文字、大文字の代わりに小文字が入

力されていないか注意してください。 

 

2 「申請者メニュー／MENU 画面」が表示される 

 

 

 

 ・各業務で利用するコードは、NACCS(動物検疫関連業務)申請関係コード表一覧 

（http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html）のページをご確認ください。 
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1.3 パスワード変更 

パスワードの有効期限が過ぎた際に、パスワードを変更する操作について説明します。 

 「パスワード変更画面（登録）」画面を開く 

［ログイン／Login 画面（申請者用）］から、パスワード期限切れのアカウントでログインする

と、自動的に［パスワード変更画面（登録）］が開きます。［ログイン／Login 画面（申請者用）］

の操作については、「1.2 ア ログインする」を参照してください。 

 

 パスワードを変更する 

［利用者情報／User information］を入力し、［変更／Password Registration］ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

※ここには、システムからのお知らせが表示され

ます。※ 
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○パスワードの入力について 

・半角英大文字と半角数字を使用し、6～8文字で入力してください。 

・半角英大文字と半角数字をそれぞれ最低 1文字以上含めてください。 

・現在のパスワードを含め、3つ前までと同じパスワードは使用できません。 

○パスワードの有効期限について 

・パスワードの有効期間は 180 日です。 

・パスワードの有効期間切れまで 30 日を切ると、ログイン時に通知メッセージが表示されます。 

 「1.3 ア利用者情報を変更する」を参照のうえ、パスワード変更を行ってください。 

   

 

 

○パスワードに関する禁止事項 

・辞書に掲載されている単語をそのまま設定しないでください。 

・社名や部署名、住所など、他人が容易に推測できるものは設定しないでください。 

・作成した「パスワード」は、動物検疫関連業務を利用する人のみがわかるようにし、外部の人に教

えたり、外部の人が見ることができる場所に「パスワード」のメモを残したりしないでください。 

○パスワードのヒントについて 

・「パスワード」を忘れた際に、利用者の確認に使用されます。答えが完全に一致しないと利用者と認

められませんので、漢字・かな・カナの使い分けや送り仮名などのバラツキに注意して指定してく

ださい。 

 

 パスワードを変更する 

パスワードを変更する場合は、[OK]ボタンをクリックします。 
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 登録が完了する 

パスワードの変更が完了します。［メニュー画面／Menu］ボタンをクリックします。 
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22..  輸入犬等の事前届出・検査申請 

  犬等の輸入事前届出及び届出に引続き検査申請を行う 

犬や猫等の日本到着の 40 日以上前に、到着空港の動物検疫所に届出を行う必要があります。また、

日本に到着する際には輸入検査申請を行う必要があります。 

NACCS では、届出と同時に輸入検査申請を行うことができます。本マニュアルでは、届出及び届出

に引続き輸入検査申請を行う方法を説明します。 

  ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出を行う 

ペット等（試験研究用以外の用途）の犬や猫等の輸入に関する事前届出事項を入力し、届出を

行います。 

   犬等のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の列にある［▼］

ボタンをクリックします。 

 
  

   届出情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の＜新規に輸入事前届出を行う＞をクリックします。 
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   基本情報（基本情報入力画面）を入力する 

犬や猫等の輸入に関する基本情報（届出者情報、輸送情報等）を入力します。必要事項の入力

が終わったら、［動物情報入力へ／Next］ボタンを押してください。 

 

・ 「＊印」の項目は、保存する際、届出する際、どちらの場合でも入力必須となります。（入力内容

により必須項目となるものがありますので、質問をよくお読み下さい。） 

・ 「（＊）印」の項目は、届出する際に入力必須となります。 

・ をクリックすると別画面で入力項目の説明（ヘルプ画面）が表示されます。 

プルダウンや検索で選択できる項目の中に、［その他］、[OTHER]という項目があります。これらの項

目は、入力する項目がプルダウンや検索で見つからない場合に使用してください。［その他］、[OTHER]

を選択した場合は、[その他選択時入力欄]に用途名等を必ず入力してください。なお、入力しなか

った場合、「[○○○（項目名）]が入力されていません。[△△△（項目名）]が[バスケットコード]

の場合には必ず入力してください。」というエラーメッセージが表示されます。 

・ 本画面で保存を行うことができます。保存する場合には、「2.1 エ 届出を行う前に保存する」を参

考に、［保存／Save］ボタンを押してください。保存した後も引き続き情報を入力することが出来ま

す。 

・ 保存した後に、入力を中断する場合は、［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、届出の入力画面

を閉じることが出来ます。なお、保存をする前に［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、入力し

た内容を保存せずに届出を取り止めることが出来ます。 

 

届出者情報 

 
  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 15

基本情報 

 

輸送情報 
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荷送／荷受人情報 

 

備考 

 
 

 

 

・桁数欄が半角英数字記号の項目は、英字は「半角大文字」のみ入力可能です。 

小文字の入力は出来ません。 

・桁数欄が文字列の項目は日本語（全角）・英語（半角）どちらも入力可能です。 

 

項目名 桁数 備考 

届出者 

情報 

届出者氏名（必須） 文字列 70 桁 

利用者登録の際に登録した氏名、住所など

の情報を表示します。 

変更が必要な場合は修正してください。 

届出者住所（必須） 文字列 120 桁 

電話番号 半角英数字記号 20 桁 

FAX 番号 半角英数字記号 20 桁 

E-MAIL 半角英数字記号 70 桁 

基本情報 動物の種類（必須） 

リストボックス 

動物種（犬、猫、きつね、あらいぐま、ス

カンク）をプルダウンから選択してくださ

い。 

用途（必須） 
ラジオボタン 

［ペット］、［ペット以外］のどちらかを選

択してください。 

用途【※「ペット以外」の

方は、連れてくる動物の用

途を選択してください。】 

リストボックス 

用途でペット以外を選択した方は、必ずプ

ルダウンから該当する用途を選択してくだ

さい。 

用途【※「ペット以外」の

方は、連れてくる動物の用

途を選択してください。】

【（その他選択時入力欄】 

文字列 20 桁 

プルダウンに該当する用途が見つからなか

った場合は、「その他／OTHER」を選択し、

本入力欄に直接用途を入力してください。 
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項目名 桁数 備考 

仕出国（地域）【地域】 

（必須） 

リストボックス 

仕出国とは、動物をつれて出る国のことで

す。国名を選択するために、国が属する地

域（アジア、ヨーロッパ等）を選択してく

ださい。 

ハワイ、グアムはオセアニア地域を選択し

てください。 

仕出国（地域）【国名】 

（必須） 
リストボックス 

地域に属する国名（ヨーロッパならフラン

ス、イタリア等）のみがプルダウンに表示

されますので、該当の国名を選択してくだ

さい。 

仕出国（地域）【国名】

【（その他選択時入力

欄）】 文字列 30 桁 

プルダウンに該当する国名が見つからなか

った場合は、地域及び国名に「その他／

OTHER」を選択し、本入力欄に直接国名を入

力してください。 

輸送情報 出発予定年月日 

【年】【月】【日】 

（届出時必須） 

リストボックス 
登録日当日及びそれ以前の日付も選択でき

ます。 

出発予定空港（港） 

（届出時必須） 
半角英数字記号 20 桁 

該当する空港（海港）名を入力してくださ

い。 

輸送形態 

（届出時必須） 

ラジオボタン 

輸送形態をいずれかから選択してくださ

い。 

犬や猫をチェックインカウンターでスーツ

ケースと同じように手荷物として預ける場

合は「携帯品」を選択してください。また、

機内持ち込みや機内預け入れ（貨物室預か

り（checked-baggage））の場合も「携帯品」

を選択してください。 

搭載船名／便名 

（届出時必須） 

文字列 35 桁 

搭載した船名または便名を入力してくださ

い。 

国際線の乗り継ぎをされる場合は、利用さ

れる全ての便名を/（スラッシュ）で区切っ

て入力してください。 

日本到着予定年月日 

（必須）【年】【月】【日】 
リストボックス 

登録日当日及びそれ以前の日付も選択でき

ます。なお、日本時間で入力してください。 

日本到着予定空港（港） 

（必須） 
リストボックス 

プルダウンから該当する空港（海港）を選

択してください。 

荷送／受

人情報 

(届出時 

必須) 

荷送人の情報が届出者

と同じ場合にはこちら

にチェックしてくださ

い。 

チェックボックス 

荷送人とは犬や猫等を日本に送る人のこと

です。 

荷送人の住所氏名が届出者と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

荷送人氏名 文字列 70 桁 荷送人の氏名・住所を入力してください。

日本語、英語のどちらでも入力することが

できます。 
荷送人住所 文字列 143 桁 

荷受人の情報が届出者

と同じ場合にはこちら

にチェックしてくださ

い。 

チェックボックス 

荷受人とは犬や猫を日本で受け取る人のこ

とです。 

荷受人の住所氏名が届出者と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

荷受人氏名 文字列 70 桁 荷受人の氏名・住所を入力してください。

日本語、英語のどちらでも入力することが

できます。 
荷受人住所 文字列 158 桁 

備考 基本情報備考 1～3 

文字列 100 桁 

届出するにあたり参考となる情報があれば

入力してください。 

届出書の備考欄に表示されます。 
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   動物情報（動物情報入力画面）を入力する 

犬や猫等の動物に関する詳細な情報（名前、生年月日等）を入力します。必要事項を入力し、

［届出内容確認へ/Next］ボタンを押してください。 

 

   ・複数頭を一緒に入力する場合には、[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、新しい動物

情報入力画面が開き、続けて新規の動物情報を入力できます。最大 10 頭分入力することができます。 

・本画面で保存を行うことができます。保存する場合には、「2.1 エ 届出を行う前に保存する」を参考に、

動物の名称欄を入力した後に、［保存／Save］ボタンを押してください。保存した後も引き続き情報を

入力することが出来ます。 

・保存した後に、入力を中断する場合は、［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、届出の入力画面を

閉じることが出来ます。なお、保存をする前に［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、入力した内

容を保存せずに届出を取り止めることが出来ます。 

 

動物情報 
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個体識別情報 

 
狂犬病予防接種 

 

狂犬病抗体検査 
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その他予防接種 

 

仕向先情報 

 

備考 

 

    

 

 

・桁数欄が半角英数字記号の項目は、英字は「半角大文字」のみ入力可能です。 

小文字の入力は出来ません。 

・桁数欄が文字列の項目は日本語（全角）・英語（半角）どちらも入力可能です。 

・ 
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項目名 桁数 備考 

動物情報 動物の名称 文字列 40 桁 日本語、英語のどちらでも入力することが

できます。 

性別 リストボックス ［雄_/_M］または［雌_/F］から選択します。 

品種【コード】 半角英数字 

5 桁 

［検索／Search］ボタンをクリックし、検

索画面から該当の品種名を選択してくださ

い。検索する際は、品種名の一部を入力し

て検索してください。（例：「テリア」のみ

入力して検索すると、テリアを含む品種名

（ヨークシャーテリア等）が全て表示され

ます。） 

コードが分かっている場合は、直接コード

を入力することも出来ます。 

品種【名称】 文字列 63 桁 ［検索／Search］ボタンをクリックし、検

索画面から該当の品種名を選択してくださ

い。 

直接コードを入力した場合は、空欄にして

ください。 

年齢又は生年月日【生年月

日】【年】【月】【日】 
リストボックス 

生年月日か年齢のいずれかは必ず入力して

ください。 

年齢又は生年月日【年齢】 

【年】【ヶ月】 
リストボックス 

年齢を入力する場合は、日本到着時の年齢

を入力してください。 

体長／体高／体重【体長】 整数 3桁 － 

体長／体高／体重【体高】 整数 3桁 － 

体長／体高／体重【体重】 整数 3桁  

毛色 文字列 30 桁 － 

過去１年以内の訪問国及び

訪問期間 文字列 105 桁 
指定地域から輸入される場合のみ入力して

ください。 

連れてくる動物は、指定地

域において、１８０日以上

又は生まれて以来飼われて

いましたか？若しくは、日

本を出国し、指定地域で１

８０日未満しか滞在せず

に、再度日本に入国されま

すか？ 

リストボックス 

指定地域から輸入される場合のみ入力して

ください。 

［はい］、［いいえ］、［わからない］のいず

れかを選択します。 

個体識別情

報（マイク

ロ チ ッ プ

等） 

個体識別方法 ラジオボタン ［マイクロチップ］、［マイクロチップ以

外］、［何もしていない］のいずれかを選択

します。マイクロチップを選択した場合に

は、個体識別情報に関する全ての項目に入

力が必要です。 

個体識別番号／マーク 半角英数字 20 桁 ハイフン（‐）やアスタリスク（*）は使用

せずに英数字のみで入力してください。 

標識部位 リストボックス マイクロチップを埋め込んだ部位をプルダ

ウンから選択してください。 

マイクロチップの種類 

（メーカー） 
リストボックス プルダウンから該当のメーカー名を選択し

てください。該当のものが無い場合には

「OTHER」を選択してください。 

標識年月日【年】【月】【日】 リストボックス マイクロチップを埋め込んだ年月日をプル

ダウンから選択してください。 

マイクロチップの規格 ラジオボタン ［ISO 規格］、［ISO 規格外］、［わからない］

のいずれかを選択します。 
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項目名 桁数 備考 

狂犬病予防

接種（狂犬

病ワクチン

の接種） 

予防接種年月日【年】【月】

【日】【1】～【10】 
リストボックス 狂犬病予防接種の接種年月日をプルダウン

から選択してください。直近の（最新の）

予防接種年月日のものから順番に入力して

ください。 

有効期限【1】～【10】 リストボックス ワクチンの有効期限については、接種獣医

師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【10】 リストボックス ［不活化］、［その他］、［遺伝子組換］、［不

明］のいずれかから選択してください。 

予防液の製品名及び製造会

社【1】～【10】 

文字列 40 桁 
製品名／製造会社を入力してください。 

狂犬病抗体

検査情報 

抗体検査１ 

抗体検査２ 

抗体検査３ 

抗体検査採血年月日 

【年】【月】【日】 

リストボックス 抗体検査のための採血を行った年月日をプ

ルダウンから選択してください。 

抗体価 リストボックス － 

抗体検査機関名称 

－ 

［検索／Search］ボタンを押下し、検索画

面から該当の検査機関名を選択してくださ

い。検査機関名は全て英語で登録されてお

りますので検索時にはご注意ください。 

コードがわかっている場合は、直接コード

を入力することもできます。その際には、

［検索／Search］ボタンを押下しないで下

さい。 

抗体検査のための採血は日

本で行いましたか？ 

リストボックス ［はい］、［いいえ］、［わからない］から選

択します。 

その他予防

接種情報 

予防接種年月日【年】【月】

【日】【1】～【5】 

リストボックス 狂犬病以外の予防接種の接種年月日をプル

ダウンから選択してください。直近の（最

新の）予防接種年月日のものから順番に入

力してください。 

有効期限【1】～【5】 リストボックス ワクチンの有効期限については、接種獣医

師にご確認ください。 

予防液の種類【1】～【5】 リストボックス ［検索／Search］ボタンを押下し、検索画

面から該当の予防液の種類を選択してくだ

さい。 

予防液の製品名及び製造会

社【1】～【5】 
文字列 40 桁 

製品名／製造会社を入力してください。 

仕向先情報 

 

仕向先の情報が届出者と同

じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。 

チェックボックス 仕向先の住所氏名が届出者と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

仕向先の情報が荷受人と同

じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。 

チェックボックス 仕向先の住所氏名が荷受人と同じ場合はチ

ェックを入れてください。入力を省略する

ことができます。 

仕向先名 文字列 70 桁 日本語、英語のどちらでも入力することが

できます 

仕向先住所 文字列 120 桁 日本語、英語のどちらでも入力することが

できます。 

備考 

 

動物情報備考 1 文字列 100 桁 － 

動物情報備考 2 文字列 100 桁 － 

動物情報備考 3 文字列 100 桁 － 
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項目名 桁数 備考 

入力された

この情報を

次の動物情

報へコピー

する場合は

チェックし

て く だ さ

い。 

入力されたこの情報を次の

動物情報へコピーする場合

はチェックしてください。 

 

 

チェックボックス 複数頭の犬や猫等を輸入する場合には、次

の犬や猫等の入力画面に一部の情報を引き

継ぐことができます。ただし、同一の動物

種の場合のみ可能です。 

例えば、犬と猫を同時に輸入する場合には、

別々に届出をしていただく必要がありま

す。 

 

 
項目名 形式 備考 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種） 

追加欄表示（▼） 
ボタン 狂犬病予防接種の追加欄を表示します。 

狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接種） 

追加欄非表示（▲） 
ボタン 狂犬病予防接種の追加欄を非表示にします。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3表示（▼） ボタン 狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3を表示します。 

狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3非表示（▲） ボタン 
狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3 を非表示にし

ます。 

中止／Cancel ボタン 事前届出の登録を中止します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

消去／Clear ボタン コード欄を空欄にします。 

入力控印刷 ボタン 
登録／届出番号が払い出されている場合に表示

します。 

前の動物へ／Back（Animal） ボタン 

クリックすると、前の動物情報の入力画面を表示

します。 

前の動物が存在しない場合は表示されません。 

次の動物へ／Next（Animal） ボタン 
クリックすると、次の動物情報の入力画面を表示

します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

基本情報入力へ／Back ボタン 前の画面を表示します。 

届出内容確認へ／Next ボタン 
「犬等輸入事前届出画面（Notification）画面（届

出内容確認）」を表示します。 

現在の動物情報を削除 ボタン 現在の動物情報を削除します。 

 

 

・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、新しい動物情報入力画面が開き、続けて新

規の動物情報を入力できます。最大 10 頭分入力することができます。 

・［入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする場合はチェックしてください。］をチェックして

［次の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が次の動物情報に反映

されます。ただし、「名前」「年齢」「生年月日」「体長／体高／体重」「毛色」「過去１年以内の訪問

国及び訪問期間」「個体識別番号／マーク」はコピーされません。 

・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、1頭前の動物情報入力画面に戻り、入力済み

の動物情報を表示します。ただし、入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができま

せん。 

・[基本情報入力へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 3に戻ります。 
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   届出内容を確認して届出する 

入力内容に誤りがないことを確認し、届出内容確認画面下部の［届出／Notification］ボタン

をクリックすると、届出が完了します。 

 

・入力情報の修正が必要な場合は、各項目の［確認・修正／Modification］ボタンをクリックします。 

・該当の犬や猫等を輸入しないこととした場合には、動物情報の確認欄の[削除/Deletion]ボタンで情

報を削除することが出来ます。 

 

・パスワード(申請時呼出用)は、届出とは別に輸入検査申請を別の方（ユ―ザ ID が異なる

方）が行う場合には入力してください。届出と同じ方が申請を行う場合には入力の必要は

ありません。 
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・ 必要に応じて添付ファイルを追加することができます。日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報を PDF

等の電子ファイルに変換して、登録してください。 

・ 添付ファイルを追加するには、［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定します。続

けて［説明］欄に添付ファイルの説明を入力し、［ファイル登録／Add］ボタンをクリックします。 

・ 添付可能なファイルの数は 2つまで、ファイル容量は 1メガバイトまでです。 

・ 添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 
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  届出書の出力及び届出に引続き輸入検査申請を行う 

   届出書を出力する 

届出書を出力する場合は、［届出書印刷／Notification Print］ボタンをクリックします 

 
 

[届出書印刷/Notification Print]ボタンを押すと、以下の書類が印刷出来ます。 

 犬の届出の場合：「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

 猫の届出場合 ：「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

 

変更届出時には、上記の届出書に加えて変更届出書が印刷されます。 

 「動物の輸入に関する変更届出書」 
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   届出に引き続き申請を行う 

犬や猫を輸入する場合には、届出とは別に輸入検査申請手続が必要となります。［検査申請

をする/Application］ボタンを押すと、届出と同時に輸入検査申請もあわせて行うことが出来

ます。 

届出のみ行いたい場合は、［検査申請をしない／Quit］ボタンをクリックして、画面を閉じ

てください。 

 
 

 

・[検査申請をする／Application]ボタンをクリックすると以下のダイアログが表示され、[OK]ボタン

をクリックすると、申請が実行され、「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申

請の完了）」が表示されます。 
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  届出に引き続き申請が完了する 

検査申請が完了したら、[閉じる／Close]ボタンをクリックします。 

 

・到着予定の空港（港）を管轄する動物検疫所より、メールにて受付通知があるまでは、申請の受付

は完了しておりませんのでご注意ください。 

 

 

・申請の受付が完了すると、輸入検査申請の書類が印刷出来るようになります。 

 届出に引き続き検査申請を行った場合には、届出番号と申請番号が同一となります。 

・なお、届出及び申請の内容に変更が生じた場合は、届出とあわせて申請内容の変更登録を

行う必要があります。 
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  届出を行う前に保存する 

   届出情報を保存する 

基本情報入力画面、動物情報入力画面において、［保存／Save］ボタンを押すと保存すること

が出来ます。仮登録（届出を行ったことにはならない状態）なので、その後も届出事項の修

正が可能です。 

 

基本情報入力画面 

 
動物情報入力画面 

 

   届出情報の保存が完了する 

［入力控印刷／Memo Print］ボタンをクリックすると、入力控を出力することができます。（［入力控印

刷／Memo Print］ボタンは、保存後に表示されます。） 

 

・[保存／Save]ボタンクリック後も、届出情報の入力を引き続き行うことができます。引き続き入力

を行った場合、入力を終了するには、再度[保存／Save]ボタンをクリックするか、届出を完了しな

いと、入力内容が保存されません。 

・届出を中断する場合は、［中止／Cancel］ボタンを押して画面を閉じてください。 

 

基本情報入力画面 
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動物情報入力画面 

 
 

   メニューに戻る 

届出情報の入力を終了する場合は、［中止／Cancel］ボタンをクリックします。 

 

・一度保存して入力を終了した届出事項を、修正したり、届出する（本登録する）方法については、「4.2 

ア 輸入犬等の届出・申請情報を追加・修正する」を参照してください。 
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33..  輸出犬等の検査申請 

  輸出犬等の検査申請を行う 

  輸出検査申請を行う 

輸出検査申請に関する内容を入力し、申請を行います。 

 
・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

   犬等のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の列にある［▼］

ボタンをクリックします。「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア 

ログイン」を参照してください。 

 

   申請情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の＜新規に輸出検査申請を行う＞リンクをクリックします。 
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   基本情報を入力する 

犬や猫等の輸出に関する基本情報（申請者情報、輸送情報等）を入力します。必要事項の入力

が終わったら、［次の画面へ／Next］ボタンを押してください。 

 
・入力された情報は海外の検疫機関へ提出する輸出検疫証明書に反映しますので、すべて半角英大文

字及び半角数字で入力してください。 

 

基本情報 
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荷送／荷受人情報 

 

添付ファイル情報 

 
備考 

 

 

・ 「 別画面を開いて入力する項目の説明及び注意事項を見る / See the explanation and a note on 

entry item in a separate screen」をクリックすると別画面で入力項目の説明（ヘルプ画面）が表

示されます。 

・ ［検索／Search］ボタンをクリックすると、対応するコードを検索することができます。 

・ コードには、「バスケットコード」と呼ばれるものがあります。バスケットコードは、入力する項目

がコード化されていない場合に使用してください。バスケットコードを使用する場合は、名称を必ず

入力してください。（プルダウンや検索で「その他」「OTHER」を選択した場合も同じです。） 

・ 備考欄には、「入力欄に入力しきれなかった情報」、「検査希望年月日」、「健康診断受診の有無」等を

入力してください。 

・ 必要に応じて添付ファイルを追加することができます。日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報を PDF

等の電子ファイルに変換して、登録してください。 

・ 添付ファイルを追加するには、［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定します。続

けて［説明］欄に添付ファイルの説明を入力し、［ファイル登録／Add］ボタンをクリックします。 

・ 添付可能なファイルの数は 2つまで、ファイル容量は 1メガバイトまでです。 
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・ 添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 

 

 

・「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）画面（基本情報入力）」で入力した情

報を保存することができます。 

 

 

 

 
項目名 桁数 備考 

基本情報 申請年月日 半角数字 8桁 － 

申請者氏名【コード】 半角英数字 10 桁 

利用者登録時に入力した氏名・住所・電話

番号が表示されます。 

申請者氏名【名称】 半角英数字 70 桁 

申請者住所 半角英数字 120 桁 

電話番号 半角数字 20 桁 

動物の種類 

リストボックス 

動物種（犬、猫、きつね、あらいぐま、ス

カンク）をプルダウンから選択してくださ

い。 
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項目名 桁数 備考 

用途 リストボックス プルダウンから該当する用途を選択して

ください。プルダウンに該当の用途が見つ

からなかった場合は、「その他/OTHER」を

選択し、その他選択時入力欄に用途を入力

してください。 

用途【その他選択時入力欄】 

文字列 20 桁 

仕向国（地域）【コード】 半角英字 2桁 日本から犬や猫等を連れて行く国を入力

します。 

検索ボタンを押下し、検索画面から該当す

る国名を選択してください。該当の国名が

見つからなかった場合は、「その他/OTHER」

を選択し、国名を入力してください。 

仕向国（地域）【名称】 

文字列 63 桁 

搭載空港（港）【コード】 半角英数字 3桁 検索ボタンを押下し、検索画面から該当す

る空港（海港）名を選択してください。 搭載空港（港）【名称】 文字列 43 桁 

検査希望動物検疫所 

【コード】 半角英字 2桁 

検索ボタンを押下し、輸出検査を希望する

動物検疫所（ご自宅の最寄りの動物検疫所

等）を検索画面から選択してください。 

輸送形態 

ラジオボタン 

輸送形態をいずれかから選択してくださ

い。 

犬や猫をチェックインカウンターでスー

ツケースと同じように手荷物として預け

る場合は「携帯品」を選択してください。

また、機内持ち込みや機内預け入れ（貨物

室預かり（checked-baggage））の場合も「携

帯品」を選択してください。 

AWB 番号 

半角英数字 35 桁 

携帯品の場合は、入力不要です。 

輸送形態が「航空貨物」又は「船舶貨物」

の場合で、「Air Way Bill」が発行されて

いる場合にはその番号を入力してくださ

い。（分からない場合は入力しなくてもか

まいません。） 

搭載船名／便名 半角英数字記号 

のみ 35 桁 
－ 

搭載年月日【年】 リストボックス 犬や猫等を航空機（船舶）に搭載する予定

の年月日（日本を出発する年月日）をプル

ダウンから選択してください。 

搭載年月日【月】 リストボックス 

搭載年月日【日】 リストボックス 

以下の情報が申請者と同じ

場合にはこちらにチェック

してください。【荷送人】 チェックボックス 

荷送人とは、犬や猫等を日本から海外に送

る人（連れて行く人）のことです。荷送人

の住所氏名が申請者と同じ場合にはチェ

ックを入れてください。住所・氏名の入力

を省略することができます。 

荷送人氏名【コード】 
半角英数字 12 桁 

荷送人の氏名・住所を入力する場合は、入

力不要です。 

荷送人氏名【名称】 半角英数字記号 

のみ 70 桁 
荷送人の氏名を入力してください。 

荷送人住所 半角英数字記号 

のみ 158 桁 
荷送人の住所を入力してください。 

以下の情報が申請者と同じ

場合にはこちらにチェック

してください。【荷受人】 チェックボックス 

荷受人とは、犬や猫等を海外で受け取る人

のことです。 

荷受人の住所氏名が申請者と同じ場合に

はチェックを入れてください。入力を省略

することができます。 

以下の情報が荷送人と同じ

場合にはこちらにチェック

してください。【荷受人】 

チェックボックス 

荷受人の住所氏名が荷送人と同じ場合に

はチェックを入れてください。入力を省略

することができます。 

荷受人氏名 
半角英数字記号の

み 70 桁 
荷送人の氏名を入力してください。 
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項目名 桁数 備考 

荷受人住所 半角英数字記号の

み 143 桁 
荷受人の住所を入力してください。 

添付ファ

イル情報 

添付ファイル 文字列 35 桁 － 

説明 文字列 40 桁 － 

削除チェック【削除 1】 チェックボックス － 

削除チェック【削除 2】 チェックボックス － 

備考 1 文字列 100 桁 
日本語、英語のどちらでも入力することが

できます。 
2 文字列 100 桁 

3 文字列 100 桁 

 
項目名 形式 備考 

ヘルプ リンク 入力項目の説明及び注意事項を表示します。 

中止／Cancel ボタン 申請を中止し、メニュー画面を表示します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

参照... ボタン 添付するファイルを選択できます。 

ファイル登録/Add ボタン 指定したファイルを添付ファイルとして登録します。 

削除／Del ボタン チェックした添付ファイルを削除します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

次の画面へ／Next ボタン 
「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）

画面（輸出条件入力）」を表示します。 

中止／Cancel ボタン 申請を中止し、メニュー画面を表示します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

次の画面へ／Next ボタン 
「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）

画面（輸出条件入力）」を表示します。 
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   輸出条件を入力する 

日本出国後の再入国の有無、輸出条件（滞在先の国の受入れ条件）や証明書への記載内容につ

いての各確認事項についてチェックしてください。 

入力が完了したら、［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

 

 

・［前の画面へ／Back］ボタンをクリックすると、操作 3に戻ります。 

・「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）画面（輸出条件入力）」で入力した情

報を保存することができます。 
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項目名 桁数 備考 

輸 出 条

件確認 

日本出国後に、仕向国（滞在先

の国）において短期滞在した後

に日本に再入国しますか？ 

ラジオボタン － 

 仕向国（滞在先の国）の受入れ

条件により、必要な処置や、証

明書への記載を希望する事項

ががありましたら、以下の項目

にチェックを入れてください。 

【マイクロチップによる個体

識別】 

【狂犬病予防接種】 

【狂犬病抗体価】 

【その他の予防接種】 

チェックボックス 

日本出国後に、仕向国（滞在先の国）に

おいて短期滞在した後に日本に再入国

しますか？で「いいえ」を選択した場合

で、チェックをしなかった場合には、次

の動物情報入力画面にそれぞれに該当

する以下の情報入力欄が表示されませ

ん。 

・個体識別情報（マイクロチップ等） 

・狂犬病予防接種（狂犬病ワクチンの接

種） 

・狂犬病抗体検査情報 

・その他予防接種情報（狂犬病以外の予

防接種） 

 
項目名 形式 備考 

ヘルプ リンク 入力項目の説明及び注意事項を表示します。 

中止／Cancel ボタン 申請を中止し、メニュー画面を表示します。 

保存／Save ボタン 現在の入力内容を保存します。 

前の画面へ／Back ボタン 
「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）

画面（基本情報入力）」を表示します。 

次の画面へ／Next ボタン 
「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）

画面（動物情報入力）」を表示します。 
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   動物情報を入力する 

輸出する動物に関する詳細な情報（名前、生年月日等）を入力します。必要事項を入力し、［申

請/Application］ボタンを押してください。 

 

        ・前画面の「輸出条件確認」においてチェックをしなかった処置等は次の画面に表示されません。必

要な処置等が足りない場合は、[前の画面へ／Back]ボタンをクリックし、「輸出条件確認」画面に

戻ってください。 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・動物情報は最大 10 頭分登録できます。 

・本画面で保存を行うことが出来ます。保存する場合は、「3.1 イ 輸出検査申請を保存する」を参照し

てください。 

 

動物情報 
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個体識別情報 

 

狂犬病予防接種情報 

 

狂犬病抗体検査情報 
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その他予防接種情報 

 

備考 

 
 

 

・狂犬病予防接種年月日欄には、最新の接種年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の接種年月日から順番に表示されます。 

・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、入力済みの動物情報を表示します。ただし、

入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができません。 

・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、続けて新規の動物情報を入力できます。 

・［入力された情報を次の動物情報へコピーする場合はチェックしてください。］をチェックして［次

の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が、の動物情報に反映され

ます。 

・[前の画面へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 4に戻ります。 

 

 
項目名 桁数 備考 

動物情報（n

頭目） 

名称 文字列 40 桁 － 

性別 リストボックス ［雄 / M］または［雌 / F］から選択し

ます。 

品種【コード】 半角英数字 5桁 
検索ボタンを押下し、検索画面から該当

の品種名を選択してください。検索する

際は、品種名の一部を入力して検索して

ください。 

例：「テリア」のみ入力して検索すると、

テリアを含む品種名（ヨークシャーテリ

ア等）が全て表示されます。） 

品種【名称】 文字列 63 桁 
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項目名 桁数 備考 

年齢又は生年月日【年齢】 

【年】【ヶ月】 

リストボックス 

年齢か生年月日のいずれかは必ず入力

してください。 年齢又は生年月日【生年月

日】【年】【月】【日】 

リストボックス 

体長／体高／体重【体長】 整数 3桁 
わかる場合は入力してください。 

整数は、0,0.1～999 まで入力できます。 
体長／体高／体重【体高】 整数 3桁 

体長／体高／体重【体重】 実数 3桁 

毛色 文字列 30 桁 日本語、英語のどちらでも入力すること

ができます。 飼養（購入）場所 文字列 20 桁 

購入年月日【年】【月】【日】 リストボックス わかる場合は入力してください。 

帰国予定年月【年】【月】 リストボックス 帰国予定があれば入力してください。 

個体識別情

報（マイク

ロ チ ッ プ

等） 

個体識別方法 ラジオボタン 「マイクロチップ」、「マイクロチップ以

外」、「何もしていない」、のいずれかを

必ず選択してください。 

個体識別方法にマイクロチップを選択した場合には、以下の項目を必ず入力してください。 

個体識別番号／マーク 半角英数字 20桁 ハイフン（‐）やアスタリスク（*）は

使用せずに英数字のみで入力してくだ

さい。 

標識部位 リストボックス マイクロチップを埋め込んだ部位をプ

ルダウンから選択してください。 

マイクロチップの種類（メー

カー） 

リストボックス プルダウンから該当のメーカー名を選

択してください。該当のものが無い場合

には「OTHER」を選択してください。 

標識年月日【年】【月】【日】 リストボックス マイクロチップを埋め込んだ年月日を

プルダウンから選択してください。 

マイクロチップの規格 ラジオボタン ［ISO 規格］、［ISO 規格外］、［わからな

い］のいずれかを選択します。 

狂犬病予防

接種（狂犬

病ワクチン

の接種） 

狂犬病ワクチン情報【その 1】

～【その 10】【予防接種年月

日】【年】【月】【日】 

リストボックス 
狂犬病ワクチンの接種年月日をプルダ

ウンから選択してください。 

狂犬病ワクチン情報【その 1】

～【その 10】【有効期限】 

リストボックス ワクチンの有効期限については、接種獣

医師にご確認ください。 

狂犬病ワクチン情報【その 1】

～【その 10】【予防液の種類】 

リストボックス 検索ボタンを押下し、検索画面から該当

すりワクチンの種類名を選択してくだ

さい。 

狂犬病ワクチン情報【その 1】

～【その 10】【予防液の製品

名及び製造会社】 

半角英数字記号

のみ 40 桁 
ワクチンの製品名等については接種獣

医師にご確認ください。 

狂犬病抗体

検査情報 

抗体検査 1 

抗体検査 2 

抗体検査 3 

抗体検査採血年月日 

【年】【月】【日】 

リストボックス 抗体検査のための採血を行った年月日

をプルダウンから選択してください。 

抗体価 リストボックス 抗体検査の結果、抗体価が 0.5IU/ml 以

上かどうかをプルダウンから選択して

ください。 

抗体検査機関名称【コード】 半角数字 4桁 検索ボタンを押下し、検索画面から該当

の検査機関名を選択してください。検査

機関名は全て英語で登録されておりま

すので検索時にはご注意ください。 

抗体検査機関名称【名称】 100 桁 

抗体検査機関住所 100 桁 

その他予防

接種情報 

 

 

 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防接種年月日】

【年】【月】【日】 

リストボックス 
狂犬病以外の予防接種を受けた年月日

をプルダウンから選択してください。 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【有効期限】 

リストボックス 
ワクチンの有効期限については、接種獣

医師にご確認ください。 
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項目名 桁数 備考 

 

 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の種類】 

【コード】 

半角英数字 3桁 

検索ボタンを押下し、検索画面から該当

するワクチンの種類を選択してくださ

い。 
その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の種類】 

【名称】 

半角英数字記号

のみ 25 桁 

その他予防接種情報【その 1】

～【その 5】【予防液の製品名

及び製造会社】 

半角英数字記号

のみ 40 桁 
ワクチンの製品名等については接種獣

医師にご確認ください。 

備考 1 文字列 100 桁 
日本語、英語のどちらでも入力すること

ができます。 
2 文字列 100 桁 

3 文字列 100 桁 

入力された

この情報を

次の動物情

報へコピー

する場合は

チェックし

てください 

チェックボックス 

－ 

 

 

 
項目名 形式 備考 

中止／Cancel ボタン 登録を中止し、メニュー画面を表示します。 

検索／Search ボタン コードを検索して入力できます。 

狂犬病予防接種（狂犬病

ワクチンの接種）追加欄

表示（▼） 

ボタン 狂犬病予防接種の追加欄を表示します。 

狂犬病予防接種（狂犬病

ワクチンの接種）追加欄

非表示（▲） 

ボタン 狂犬病予防接種の追加欄を非表示にします。 

狂犬病抗体検査情報 

抗体検査 3表示（▼） 
ボタン 狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3を表示します。 

狂犬病抗体検査情報 

抗体検査 3非表示（▲） 
ボタン 狂犬病抗体検査情報 抗体検査 3を非表示にします。 

前 の 動 物 へ ／ Back

（Animal） 
ボタン 

クリックすると、前の動物情報の入力画面を表示します。 

前の動物が存在しない場合は表示されません。 

次 の 動 物 へ ／ Next

（Animal） 
ボタン クリックすると、次の動物情報の入力画面を表示します。 

前の画面へ／Back ボタン 
「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）

画面（輸出条件入力）」を表示します。 

保存／Save ボタン 入力した内容を動物検疫関連業務に保存します。 

申請／Application ボタン 入力した内容で申請します。 
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   入力内容を確認して申請を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［申請／Application］ボタンをクリックすると、申請が

完了します。 

 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、輸出条件、動物情報の入力画面に戻り

ます。「3.1 ア 輸出犬等の検査の申請を行う」を参照して、修正してください。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、動物情報の入力内容を個別に削除することができます。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 45

   輸出検査申請を印刷する 

輸出検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］ボタンをクリックします。 

 
 

[申請印刷/Aplication Print]ボタンを押すと、以下の書類が印刷出来ます。 

犬の申請の場合：「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出検査申請」 

猫の申請の場合：「狂犬病予防法に基づく動物の輸出検査申請」 

   メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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  輸出検査申請を保存する 

輸出犬等検査申請画面の基本情報入力画面、輸出条件入力画面、動物情報入力画面において、

［保存／Save］ボタンをクリックすると保存を行うことが出来ます。 

仮登録（申請を行ったことにはならない状態）なので、その後も申請事項の修正が可能です。 

   申請事項を入力する 

「3.1 ア輸出犬等の検査の申請を行う」を参照して、申請事項を入力します。 

   保存する 

入力画面下部の［保存／Save］ボタンをクリックします。 

 

基本情報入力画面 

 

輸出条件入力画面 

 

動物情報入力画面 
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   入力の保存が完了する 

保存が完了したら、同じ「輸出犬等検査申請事項登録（Application of export）（EQA）画面」

に、保存が完了した旨が出力されます。 

 

 

・[保存／Save]ボタンクリック後も、申請情報の入力を引き続き行うことができます。引き続き入力

を行った場合、入力を終了するには、再度[保存／Save]ボタンをクリックするか、申請を完了しな

いと、入力内容が保存されません。 

   メニューに戻る 

申請情報の入力を終了する場合は、［中止／Cancel］ボタンをクリックします。 

 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請（本登録する）する方法については、「4.3 ア 

申請情報を追加・修正する」を参照してください。 
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44..  犬等の事前届出・検査申請情報の照会・追加・修正・再利用 
輸入及び輸出犬等の届出情報・申請情報を照会する操作について説明します。 

  届出情報・申請情報を検索する 

輸入届出情報や輸出入申請情報を検索する操作について説明します。 

   一覧画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜輸入事前届出・輸出入検査申請情報の一覧を表示す

る。＞をクリックします。 

 

   検索条件を入力する 

検索条件を入力し、［検索／Search］ボタンをクリックします。 

 

「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 
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・初期表示では、検索結果一覧に 10 件の届出・申請情報が表示されます。それ以上の検索結果を表示

させる場合は、必要な検索条件を入力の上、検索してください。 

・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録／届出／申請番号］欄に登録

／届出／申請番号を入力し、［検索／Search］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示する

ことができます。番号が分からない場合は、届出年月日や到着年月日などの情報により該当する届

出や申請情報を検索してください。なお、年月日の指定範囲は３年間です。 

 

   一覧が表示される 

検索結果一覧に、条件に一致する届出情報・申請情報の一覧が表示されます。 

 

 

・検索結果の件数が多いときは、＜前の 10 件／Back＞リンクと＜次の 10 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 
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   届出情報・申請情報を選択する 

詳細を確認したい届出情報・申請情報の＜登録／届出／申請番号＞リンクをクリックします。 
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・この画面には、輸入の事前届出情報と、輸入の申請情報、輸出の申請情報が表示され、選択した情

報に応じて異なる画面が表示されます（試験研究用かそれ以外かで画面が異なります）。 

・ソートボタン[▲]、[▼]をクリックすると、検索結果一覧を並び替えることができます。ソートボ

タンを押下した際、押下したソートボタンの色が変更します。 

      
 「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 

※ソートボタン押下後 

 

   ・最初に画面を表示したとき、直近の「登録/届出/申請番号」10 件を表示します。 

・検索条件を指定した場合、1 番目に「到着/出発（予定）年月日」の最新年月日順（降順）、

2番目に「登録/届出/申請番号」のアルファベット順で検索条件に合致した全ての届出/申請

情報をソートします。 

   ・ソート条件を指定した場合、以下の順番でソートされます。 

① ソートボタン[▲]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 

② ソートボタン[▼]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 
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③ 昇順でソートした場合は以下の順です。 

a.「区分」 → 以下の順 

届出 

輸入申請 

届出兼申請 

輸出申請 

b.「登録/届出/申請番号」 → アルファベット順 

c.「犬等の名前」 → 名称順 

d.「到着/出発（予定）年月日」 → 古い年月日順 

e.「仕出/仕向国」 → 仕出/仕向国コード順 

f. 「頭数」 → 頭数順 

        g.「係留期間」 → 日数順 

h.「届出/申請状態」 → 以下の順 

保存中 

届出済 

届出変更済 

届出変更承認済 

受理書発行済 

事項登録済 

申請済 

申請変更済 

申請変更承認済 

結果登録済 

受理書発行済・指 

申請済・指 

 

   届出情報・申請情報の詳細が表示される 

クリックした番号の届出情報・申請情報が表示されます。 

 

・［添付ファイル情報］欄のリンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードすることができま

す。 

・輸出の検査申請情報については、「3. 輸出犬等の検査申請」を参照してください。 
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●輸入の試験研究用以外の事前届出情報の場合 
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●輸入のペット等（試験研究用以外）検査申請情報の場合 
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●輸出の検査申請情報の場合 
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  輸入犬等の届出・申請情報の追加・修正を行う 

届出・申請情報の追加・修正や取止めの操作について説明します。 

  輸入犬等の届出・申請情報を追加・修正する 

届出・申請情報に情報を追加したり、修正することができます。 

   届出情報の詳細を表示する 

「4.1 届出・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［保存中］［届出済］［届出変更承認済］［受理書発行済］を選択して検索すると、検索結果一覧に

追加･修正が可能な届出情報を表示することができます。 

 

   届出情報の追加・修正を選択する 

＜この届出情報の追加・修正を行う Modification of the notification＞リンクをクリック

します。 

 

・届出／申請状態が「保存中」「届出済」「届出変更承認済」「受理書発行済」の届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

「届出変更済」の場合や届出番号の枝番が「9」のときはこのリンクが表示されないため、届出を行っ

た動物検疫所あてにご連絡ください。 
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   届出情報を修正する 

必要に応じて届出情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出を行う」

を参照してください。 

 

 

・届出に引続き輸入検査申請を行った場合は、必ず、「2.1 イ届出書の出力及び届出に引き続

き輸入検査申請を行う」を、再度行い、輸入検査申請の情報もあわせて変更を行ってくださ

い。 

 

  訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

届出後に動物検疫所から届出内容の訂正指示があった場合、その訂正指示にもとづき届

出情報を修正する操作について説明します。 

   届出情報の詳細を表示する 

「4.1 届出・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

   届出情報の訂正指示にもとづき届出情報の修正を選択する 

＜訂正指示にもとづき届出内容を修正する。＞または、＜Modify the notification according 

to the correction instructions.＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「届出変更承認済」かつ、動物検疫所から訂正指示がある届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 
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   訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

動物検疫所より訂正指示があった届出内容を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事

項を保存する」を参照してください。 

 

 

・動物検疫所より訂正指示のあった届出情報の修正をする場合は、訂正指示があった項目に対して、

[CLICK HERE!]ボタンが表示され、クリックすると訂正指示内容を確認することができます。 

   
[CLICK HERE!]ボタン押下後は以下の訂正指示内容照会画面が別画面で立ち上がり、動物検疫所から

の訂正指示内容を確認することができます。 
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   訂正指示にもとづき届出情報を確認する 

訂正指示にもとづく修正をした場合、訂正指示内容の有無にかかわらず届出内容に変更

があった項目は赤字で表示されます。また、訂正指示があった項目で、届出内容に変更

がない項目は黒字で表示されます。 
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  届出の輸入検査申請をする 

届出の輸入検査申請する操作について説明します。既に動物検疫所に輸入の届出を行っ

ている場合には、その届出情報に加えて、引き続き輸入検査申請をすることができます。 

 

 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［届出済］、[届出変更済]を選択して検索すると、検索結果一覧に輸入検査申請が可能な届出情報

を表示することができます。 

 

 届出情報の輸入検査申請を選択する 

＜この届出情報の輸入検査申請を行う。＞または、＜Make an application based on the 

notification＞をクリックします。 

 

・届出情報を届出した後に輸入の検査申請をせず、届出を行った場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 
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 届出に引続き申請をする 

届出に引続き申請をする場合は、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

 申請が完了する 

申請が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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  届出を取止める 

   届出情報の詳細を表示する 

「4.1 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［保存中］を選択して検索すると、検索結果一覧に取止めが可能な届出情報を表示することがで

きます。 

   届出情報の取止めを選択する 

＜この届出の取り止めを行う。（保存中した場合に限る） Cancel of the notification （Only 

you saved）＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」の届出情報詳細画面にのみ、このリンクが表示されます。 

 

   届出を取止める 

届出を取止める場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

   届出取止めが完了する 

届出取止めが完了します。［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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  輸出犬等の申請情報の追加・修正を行う 

申請情報の追加・修正や取止めの操作について説明します。 

  申請情報を追加・修正する 

   申請情報の詳細を表示する 

「4.1 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会画面」で、［届出／申請状態］から［事項登録中］［申請済］［申

請変更承認済］を選択して検索すると、検索結果一覧に追加･修正が可能な申請情報を表示すること

ができます。 

 

   申請情報の追加・修正を選択する 

＜この申請情報の追加・修正を行う Modification of the application＞リンクをクリックし

ます。 

 

・届出／申請状態が「事項登録中」または「申請済」「申請変更承認済」のいずれかの、自分で申請し

た申請情報を表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・「申請変更済」の場合や申請番号の枝番が「9」のときはこのリンクが表示されないため、検査を希

望する動物検疫所あてにご連絡ください。 

 

 

 

   申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「3.1 ア 輸出検査申請を行う」「3.1 イ 輸出検査申請を保存する」を

参照してください。 
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  申請を取止める 

申請を取止める操作について説明します。 

   申請情報の詳細を表示する 

「4.1 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

   申請情報の取止めを選択する 

＜この申請の取り止めを行う。（保存した場合に限る） Cancel of the application (Only you 

saved)＞リンクをクリックします。 

 

・届出／申請状態が「事項登録中」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示さ

れます。 

 

 

   申請取止めする 

申請取止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

   申請取止めが完了する 

申請取止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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  届出情報・申請情報をもとに新たな届出・申請を行う 

  届出情報をもとに新たな届出を行う 

   申請情報の詳細を表示する 

「4.1 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

   「この届出情報をもとに新たな届出を行う。」を選択する 

    該当の届出情報を反映した届出画面が表示されるため、画面に従い入力してください。 

 

    
 

  申請情報をもとに新たな届出・申請を行う 

   申請情報の詳細を表示する 

「4.1 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

   この申請情報をもとに新たな届出・申請を行う項目を選択する 

    該当の申請情報を反映した各種入力画面が表示されるため、画面に従い入力してください。 

 

 
・輸入、輸出検査申請の情報を再利用した場合、「届出」、「輸入申請」、「輸出申請」に再利用すること

ができます。 
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輸入検査申請の場合 

 

 

輸出検査申請の場合 
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